【月別輸送実績報告書について】
１．提出期限　　　毎月　８日まで

２．提出種類

　　①一般乗用旅客自動車輸送実績報告書

※日曜日輸送実績報告書は平成２９年９月から提出不要となっています。
３．月別報告書の送付先専用アドレス　houkoku@taxi-fukcty.or.jp
４．記入方法

　　単位は、入力する必要はありません。
実績報告についての共通の注意点

　1.営業収入の欄は、各種割引後（お客様から受取る運賃額）から消費税（100/110で
算出）を除いた金額を記入する。
　2.貸切運行の場合は、ﾒｰﾀｰ器にカバーをし、料金収受の区間を実車キロとする。
　3.福祉輸送限定車欄は、運輸支局に届出している車両の実績のみを記載する。

介護収入については月実績の営業収入には含めず、年間の事業報告書の「その他の

　　運送収入」欄に記載する。
　4.ワゴン車は、それぞれの車種に合計して記入する。
　5.延実動車両数は日に１回でも稼働したら、「１」と数える。
【遺失物届について】
　
　平成３０年１１月１日分より報告は不要です。
タクシー協会では忘れ物受付業務を廃止しました。
忘れ物については、すみやかに警察に届け出してください。
